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1 事業の実施方針等 

本事業では、仕様書で示されている「1.1 事業目的」を実現させるために「1.2 基本方針」を踏

まえながら事業を実施することとした。また、具体的には「1.3 業務内容」、「1.4 検討フローにつ

いて」に沿って進めることとした。 

 

 

鉱山における災害は、鉱山数の減少に伴い昭和３０年代をピークに減少の一途を辿っている。

しかしながら、依然として災害撲滅までには至っておらず、近年においても罹災者を伴う災害は、

年間で３０件程度発生している。その多くが重篤な罹災者を伴う災害であり、引き続き各鉱山に

おける災害の撲滅に向け、保安確保の取組等を進めていくことが必要である。 

経済産業省では、鉱山における保安確保対策の一層の強化を図るため、鉱山における災害防止

についての総合的な計画を示した「鉱業労働災害防止計画」を 5 ヵ年ごとに策定している。本計

画では、災害発生に係る数値的な目標を示すとともに、目標達成に向け取り組むべき主要な対策

事項を掲げている。現在は第１３次鉱業労働災害防止計画（平成３０年度～令和４年度 以下、

13 次計画）1の施行期間中であるが、令和５年度からは新たに第１４次鉱業労働災害防止計画（以

下、14 次計画）を策定し施行する。より一層の保安確保対策等の推進を図るべく、14 次計画に盛

り込む数値的目標や主要な対策事項の検討にあたっては、昨今の鉱山保安を取巻く課題について

調査・分析し、その結果を踏まえて行う必要がある。 

本事業では、鉱山が抱える根本的な課題（経営難や人手不足、労働者の高齢化等）と、これら

の問題が保安にどのような影響をもたらすか検討するとともに、抽出した課題に対する対策につ

いて検討することで、保安確保対策等の推進に資する 14 次計画策定の一助とする。 

 

 

 

  

                                                        

 
1 経済産業省 第１３次鉱業労働災害防止計画 

https://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180402003/20180402003.html 

 





 

 5 

 

基本方針を踏まえ、本事業で実施した業務内容の概要を以下に示す。調査対象鉱山の選定や調

査方法など業務内容や実施方法は、鉱山・火薬類監理官付と十分相談の上決定し、実施すること

とした。 

 

 

 

※本業務内容に対応する具体的な実施結果は「2 鉱山保安を取巻く課題についての調査」（P9

以降）を参照されたい。 

 

(1) 鉱山の抱える課題が保安にもたらす影響の検討 

・ 経営難や人手不足、労働者の高齢化等、鉱山が現状抱える課題及び、課題が鉱山における保

安に与える影響について考えられる事項を検討し仮説を立てた。また、鉱業と類似性を有す

る産業（採石業、建設業等）が抱える課題についても、文献や各省庁における審議会の検討

内容等を調査対象とした。 

・ なお、仮説の検討にあたっては、「技術伝承」「労働者の高齢化」「設備の老朽化」「新技術（ド

ローン、IoT 等）の活用」「外国人労働者の雇用」「自然災害への対応」の 6 つの観点について

言及した。 

・ 上記仮説をもとに検討したアンケート調査項目により鉱山の実態について調査し、仮説の検

証を行った。アンケート調査は鉱山（100 鉱山程度）に対して実施し、調査対象とする鉱山は、

労働者数、鉱種、事業業態等に偏りのないよう鉱山・火薬類監理官付と協議の上選定した。 

 

(2) 鉱山の保安における課題に対する対策の検討 

 （1）で導いた鉱山の保安における課題について、課題解決のために鉱山・行政・関係団体等

が行うべき対策や対応について検討した。検討にあたり、鉱山保安に関する有識者等に対し意見

照会を行った。（検討結果については「5 提言」に示す。） 

※ 有識者等への意見照会については、事前に鉱山・火薬類監理官付に提案、相談し、オンライン

にて実施した。 
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※本業務内容に対応する具体的な実施結果は「3 災害発生状況等の分析」（P36 以降）を参照さ

れたい。 

 

(1) 災害傾向の分析 

鉱山における過去 16 年分の災害事例2及び過去 3 年分の鉱山保安マネジメントシステム3（以下

鉱山保安ＭＳ）の評価結果をもとに、直近の災害の傾向について分析した。なお、分析に当たっ

ては、以下の 4 項目等について分析した。 

・ 罹災者の年齢及び担当職経験年数と罹災程度の関係  

・ 罹災者の担当職経験年数とヒューマンエラー種別の関係  

・ 災害原因（人的要因・設備的要因・管理的要因）の分析 

・ 鉱山保安ＭＳの設問ごとの評価結果と災害発生状況（罹災者数、災害原因、罹災程度等）の

関係 

なお、災害事例及び鉱山保安ＭＳ評価結果については、鉱山・火薬類監理官付より提供された

資料を参照した。 

 

(2) 災害撲滅に向けた対応の検討 

（1）で導いた災害状況の傾向をもとに、鉱山・行政・関係団体等が災害の減少のために取るべ

き対応について検討した。検討にあたり、鉱山保安に関する有識者に対し意見照会を行った。

（検討結果については「5 提言」に示す。） 

※ 有識者等への意見照会については、事前に経済産業省 鉱山・火薬類監理官付に提案、相談し、

オンラインにて実施した。 

  

                                                        

 
2 全国鉱山災害事例データベース（平成１７年以降過去 16 年分の災害について、事例、鉱山や罹災

者の情報をはじめ、災害の要因や対策等の様々な情報を掲載。） 

https://www meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/mine/files/saigaijireidbH17-R2.xlsm 

 
3 鉱山保安マネジメントシステム  

https://www meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/mine/files/tebikisyo2.pdf 

経済産業省では、鉱山に対して、上記リンク先の手引書 P9 の設問について定期的に確認し、保安取

組の実施について自己点検することを推進されている。例年、自己点検結果（各設問ごとの評価点）

を任意の鉱山よりご報告いただいている。 
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(3) 14次計画における災害発生状況の数値的目標の検討 

（2）で導いた災害状況の傾向や鉱山保安統計年報4における度数率等の数値をもとに、どの

ような指標に基づき、14 次計画における災害発生状況の数値的目標を設定すべきか検討した。 

検討にあたり、鉱山保安関係の有識者等に対し意見照会を行った。なお、災害統計年報につ

いては、経済産業省 鉱山・火薬類監理官付より提供された資料を参照した。 

 

 

 

※本業務内容に対応する具体的な実施結果は「4 ヒアリング」（P47 以降）を参照されたい。 

 

各種分析によって抽出された課題や、第１４次鉱業労働災害防止計画に取り入れるべき内容など

について意見交換を行うため、鉱山・火薬類監理官付と相談の上、ヒアリングを実施した。鉱山・

火薬類監理官付と相談の上、業種別にヒアリング対象を選定した。ヒアリングは 3 つの鉱業団体及

び有識者（高木元也氏）に実施した。 

 

 

 

※本業務内容に対応する具体的な実施結果は「5 提言」（P64 以降）を参照されたい。 

 

アンケートやヒアリング等の結果を踏まえ、鉱山保安上の課題と対策、災害撲滅に向けた対応に

ついて検討し、鉱山災害防止のために国が 14 次計画で検討すべきと考える対策事項を提言した。 

 

 

 

                                                        

 
4 鉱山保安統計年報  

https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/mine/2017 newpage/syuukei.html 
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本事業の検討フローは以下のとおりである。具体的な実施方法及び結果を次頁以降に示す。 

 

図表 2 検討フロー 
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2 鉱山保安を取巻く課題についての調査 

鉱山保安を取巻く課題についての調査は以下フローで検討した。 

 

 

図表 3 鉱山保安を取巻く課題についての調査フロー 

 

 
 

文献や HP の他、後述する「3 災害発生状況等の分析」からの情報等を適宜参考にし、鉱山及

び他産業が抱える課題等について整理した。 

その課題をもとに鉱山等へのアンケートを実施し、得られた結果について考察し、鉱山の抱え

る課題が保安にもたらす影響について検討を進めた。 
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鉱山保安に関する課題等を整理するにあたり、経営難や人手不足、労働者の高齢化等、鉱山が

現状抱える課題及び、課題が鉱山における保安に与える影響について考えられる事項を検討し仮

説として立てた。 

なお、仮説の検討にあたっては、「技術伝承」「労働者の高齢化」「設備の老朽化」「新技術（ドロ

ーン、IoT 等）の活用」「外国人労働者の雇用」「自然災害への対応」（「その他」観点も含め以下「6

つの観点」とする）に着目した。 

6 つの観点を踏まえた鉱山保安に関する課題と保安に対する影響の調査の結果を図表 4に整理

した。検討の際は文献や各省庁における審議会の検討内容のほか、経済産業省が過去に実施した

鉱山保安関連事業の事業報告書の内容も活用した。 

また、それぞれの課題等について経済産業省と相談の上、検討優先度を「高」「中」「低」で評価

し、「2.3 アンケート調査」のアンケート項目を検討する際の参考情報とした。 
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前項「鉱山保安に関する課題等の整理」と同様、鉱業と類似性を有する産業（採石業、建設業

等）の抱える課題及びその対策の検討状況についても文献や各省庁の審議会議事録等から調査し、

結果を図表 5に整理した。 

なお、前項同様、それぞれの課題等について経済産業省と相談の上、検討優先度を「高」「中」

「低」で評価し、「2.3 アンケート調査」のアンケート項目を検討する際の参考情報とした。 

 

 













 

 21 

【参考】 

 後述する「4 ヒアリング」の中で特に着目すべきと助言があった国の災害防止計画や法規

制、ガイドラインについて、図表 5で触れられていない事項を下記に補足する。 

 

(1) 第１３次労働災害防止計画5（厚生労働省） 

第１３次労働災害防止計画は、2018 年度を初年度として５年間にわたり、国、事業者、労

働者等の関係者が目指す労働災害防止計画の目標や重点的に取り組むべき事項を定めて策定

され､建設業、製造業、林業等関係業種や東京都などの災害防止計画の基本となっている。 

 

① 目標 ： 

 全体目標  

・ 死亡災害：１５％以上減少 

・ 死傷災害：５％以上減少 

 業種別目標 

・ 建設業、製造業、林業 ： 死亡災害を１５％以上減少 

・ 陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 ：死傷災害を死傷年千人

率で５％以上減少）  

 

② 業種別重点実施事項 

 建設業における墜落・転落災害等の防止 

 製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止 

 林業における伐木等作業の安全対策  

  

(2) 伐木作業・林業の安全対策に関わる労働安全衛生規則の一部改正6（厚生労働省） 

 厚生労働省では「伐木作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」を公布し、「労働安全衛生規則」の一部を改正し

た。 

 

【主な改正点】 

① チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育 

（令和 2 年 8 月 1 日施行） 

② 伐木作業等における危険を防止するための禁止事項や義務事項を規定 

（令和元年 8 月 1 日施行） 

③  車両系木材伐出機械による作業等の作業計画（令和元年 8 月 1 日施行） 

 

                                                        

 
5厚生労働省 第１３次労働災害防止計画 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000197927.pdf 
6厚生労働省 労働安全衛生規則の一部改正

（ https://www.mhlw.go.jp/content/000524013.pdf） 
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(3) 高年齢者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリー7ガイドライン）8

（厚生労働省） 

 本ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業４日以上の

死傷者のうち、60 歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働

者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる

事項が示されたものである。 

 

【事業者に求められる取組】 

 安全衛生管理体制の確立等 

経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定するととも

に、高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメント

を実施 

 

 職場環境の改善 

照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の

導入などのハード面の対策とともに、勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピー

ド等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などのソフト面の対策を実施 

 

 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握 

健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の

健康や体力の状況を客観的に把握 

 

 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応 

健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に

応じて、安全と健康の点で適合する業務をマッチングするとともに、集団及び個々

の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む 

 

 安全衛生教育 

十分な時間をかけ、写真や図、映像等文字以外の情報も活用した教育を実施するとと

もに、再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する高年齢労働者には、特に

丁寧な教育訓練を実施  

                                                        

 
7 エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHO や欧米

の労働安全衛生機関で使用されている。 

 
8 厚生労働省 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000609494.pdf 
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(4) 化学物質のリスクアセスメントの義務化9（厚生労働省） 

 平成 26 年 6 月に成立した改正労働安全衛生法により、平成 28 年 6 月 1 日から、全て

の業種・企業規模において、化学物質を取り扱う事業場がリスクアセスメントを実施す

ることが義務化された。なお、業種、事業場規模にかかわらず、安全データシート（Ｓ

ＤＳ）の交付義務のある化学物質10の製造・取扱いを行うすべての事業場はリスクアセス

メントの実施が必要となった。 

 

(5) 機械の包括安全指針11（厚生労働省） 

 厚生労働省では、平成 24 年 4 月 1 日から機械による労働災害の防止策を強化するた

め、機械を譲渡または貸与する者に対し、「機械に関する危険性等をその機械の譲渡また

は貸与を受ける相手方事業者に通知すること」を努力義務化した。 

 

(6) 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン12（厚生労働省） 

 厚生労働省は、平成 31 年 2 月 1 日から労働者の墜落を制止する器具である安全帯の安

全性の向上と適切な使用等を図るため、関係政省令の一部を改正し、墜落制止用器具

（フルハーネス型、胴ベルト型）について事業者が実施すべき内容を定め、「墜落制止

用器具の安全な使用に関するガイドライン」で周知した。 

 

【主な内容】 

① 安全帯を「墜落制止用器具」に変更｡ 

② 墜落制止用器具は「フルハーネス型」 の使用が原則｡ 

③ 墜落制止用器具の使用は. ｢安全衛生特別教育」が必要｡ 

  

                                                        

 
9 厚生労働省 化学物質のリスクアセスメントの義務化 
（ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf） 
10 厚生労働省 リスクアセスメントの実施義務の対象物質 

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx） 
11 厚生労働省 機械の包括安全指針 

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf） 
12 厚生労働省 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf） 
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 「2.1 鉱山保安に関する課題等の整理」「2.2 他産業に関する課題等の整理」をもとに、鉱山

の実態についてアンケート調査を実施し、仮説の検証を行った。 

 

図表 6 アンケート調査のフロー 

 

 

 

 アンケート調査項目の他、追加調査・ヒアリング・現地調査の要否については、事前に鉱

山・火薬類監理官付に提案、相談し決定した。（アンケートでは鉱山から数多くのコメントが

寄せられた。そのため、実態の把握が十分可能であると判断し、追加調査および現地調査は

相談の上、実施しないこととした。）  
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 アンケート調査は 100 鉱山程度に対して実施することとし、調査対象鉱山は、労働者数、

鉱種、事業業態等に偏りのないよう鉱山・火薬類監理官付と協議の上選定した。 

 回答はエクセルフォームへの入力および手書きにて対応いただき、メール、FAX などで当

社宛に送付いただくこととした。また、送付及び回収に当たっては鉱山・火薬類監理官付と

相談の上各地方産業保安監督部のご協力をいただくこととした。 

 なお、業界団体へのアンケート調査については、事業効果を勘案し、各鉱山へのアンケー

ト結果（鉱種別を含む）を元にリモートによるヒアリング形式にて実施した。（「4 ヒアリン

グ」参照） 
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 仕様書の事業内容では「2.1 鉱山保安に関する課題等の整理」「2.2 他産業に関する課題

等の整理」「2.3 アンケート調査」「4 ヒアリング」で導いた鉱山の保安における課題につ

いて、課題解決のために鉱山・行政・関係団体等が行うべき対策や対応について検討するこ

とが要求されているが、これらの検討結果については「5 提言」で示すこととする。 

 なお、検討にあたっては、「4 ヒアリング」で示すとおり鉱山・火薬類監理官付と協議の

上、オンラインにて鉱業団体および鉱山保安に関する有識者に対し意見照会を行った。 
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3 災害発生状況等の分析 

災害発生状況の分析は以下フローに沿って実施した。 

 

図表 11 災害発生状況の分析フロー 

 

まず過去16年分の鉱山災害事例データ及び過去3年分の鉱山保安ＭＳの評価結果をもとに、

近年の災害傾向を分析・考察し災害撲滅に向けた具体的な対応を検討することとした。（結

果一部は「2.1鉱山保安に関する課題等の整理（P10）」での検討でも活用した。） 

また、上記分析結果や鉱山保安統計年報から得られるデータなどから、14次計画の数値的

目標の指標や具体的な目標値を検討した。 
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過去 16 年分の災害事例を分析する際に以下分析項目において分析を行うとともに課題に関

する考察を行った。（各項目における詳細な分析結果は「【別添資料 2】災害事例データベース

の分析結果と考察（P100）」参照） 
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過去3年分の鉱山保安ＭＳの各鉱山による自己評価結果13に対して分析を行うとともに課題

に関する考察を行った。以下にその概要を示す。 

(1) 全鉱山で見た鉱山保安ＭＳの定着度・有効度の関係（令和 2年） 

 令和 2年の全鉱山における鉱山保安ＭＳ取り組み状況は、「導入推進鉱山」が最も多

く、次いで「導入準備鉱山」が多い。 

 ＲＡとＭＳの各小計の得点率を下回ったチェック項目は、ＲＡが Q7～Q9、ＭＳが Q11、

Q16～Q20 である。 

 ＲＡについては、特にリスク低減措置の見直しが不足している Q９の得点率が低い

傾向にある。ＭＳについては、特に「評価」「改善」に関わる項目 Q19、Q20 の得点

率が低い傾向にあり、保安対策の有効性の確認などが不足していると考える。 

 

(2) 災害が発生した鉱山で見た鉱山保安ＭＳの定着度・有効度の関係（令和 2年） 

 ＲＡとＭＳの各小計の得点率を下回ったチェック項目は、ＲＡが Q2、Q4、Q7～Q9、

ＭＳが Q11、Q15～Q20 である。 

 本格導入鉱山での災害が多い理由として大規模鉱山では稼働延べ時間が多いこと

から、度数率は導入推進鉱山、導入準備鉱山と比較して低い。一方で度数率が高い

導入準備鉱山は小規模鉱山が多いため、規模に応じた対策が必要と考える。 

 

(3) 鉱山保安ＭＳ設問別の導入レベル別の得点率比較（令和 2年） 

 本格導入鉱山の設問別でとくに得点率が高いのは Q3、Q5、Q10 である。本格導入鉱

山は、経営トップから保安方針の表明が十分なされており、鉱山労働者を交えなが

ら災害リスクの大きさを見積もっている様子が伺える。本格導入鉱山の取り組み状

況を導入推進、導入準備鉱山に対して、講習会などで伝えることは有益であると考

える。 

 本格導入鉱山と導入準備鉱山の差が大きかったのは、設問の Q8、Q9、Q19、Q20 であ

る。つまりＲＡ、ＭＳの評価改善プロセスで大きな差があることが顕著である。導

入準備鉱山に関しては、評価改善の内容を中心とした教育はとくに必要であると考

える。（小規模鉱山向け簡易リスクアセスメントガイドブック14のテキストなどを

活用した講習会の開催など）  

                                                        

 
13 経済産業省 「鉱山保安マネジメントシステム」の導入・運用の深化に向けた手引書 

 P9~ 鉱山保安マネジメントシステムの構築状況の自己点検チェックリスト 参照 

https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/mine/files/tebikisyo2.pdf 
14 経済産業省 小規模鉱山向け簡易リスクアセスメントガイドブック 

https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/mine/files/bessatsu1-1.pdf 
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 仕様書の事業内容では「3.1 過去16年分の鉱山災害事例の分析」「3.2 鉱山保安マネジメ

ントシステム評価結果の分析」で導いた災害状況の傾向をもとに、鉱山・行政・関係団体等

が災害の減少のために取るべき対応について検討することが要求されているが、これらの検

討結果については「5 提言」で示すこととする。 

 なお、検討にあたって、「4 ヒアリング」で示すとおり鉱山・火薬類監理官付と協議の

上、オンラインにて鉱業団体および鉱山保安に関する有識者に対し意見照会を行った。 
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14次計画における災害発生状況の数値的目標案を以下フローに沿って検討した。 

 

図表 12 14 次計画における災害発生の数値的目標の検討フロー 
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13次計画期間中の度数率15の状況確認のため、経済産業省から提供されたデータ（図表 

13）で13次計画中の度数率と重篤災害の度数率16の数値を確認した。 

図表 13 度数率の達成状況 

 

※2021年12月現在（経済産業省 鉱山・火薬類監理官付 提供） 

13次計画の数値目標と平成30年から令和3年12月までの度数率を比較した。その結果、度数

率目標0.7に対して、度数率は1.11である。重篤災害の度数率目標0.5に対して、重篤災害の度

数率は0.84である。いずれも目標が達成されていない状況である。（今後、無災害が続いたと

仮定しても目標達成は困難な状況である。） 

 

【参考】 

他産業（建設業、製造業）の度数率と鉱山の度数率の推移を比較した。（図表 14参照）鉱

山の度数率は全産業平均の度数率より何れの年も低いものの、類似作業が多い建設業を上回

っている年が多い。 

図表 14 業種別度数率の推移 

 

※経済産業省 鉱山・火薬類監理官付提供 

                                                        

 
15 度数率：稼働延百万時間当たり罹災者数 
16 重篤災害の度数率：死亡災害を除く休業日数が 2 週間以上の災害 
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4 ヒアリング 

 鉱山保安を取巻く課題について、前項で調査して洗い出された課題や優良事例を補完するた

め、業界団体および有識者へのヒアリングを実施した。ヒアリングの実施方法や結果を以下に

示す。 

 

図表 23 ヒアリングのフロー 
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 ヒアリング当日は以下内容等について説明した。 

 

 

図表 26 説明内容例 

 

A) 事業方針及び第１３次鉱業労働災害防止計画の説明 

 今年度の事業内容及び第１３次鉱業労働災害防止計画概要についての説明 

 

B) 災害分析についての説明 

 災害事例ＤＢ鉱種別、罹災程度別の罹災件数 

 

C) アンケートフォーム、アンケート目的、アンケート結果の概要説明 

 アンケートのすべての複数選択項目において、【課題】【要望】【取り組み】別に回答

の多い上位 20 項目の分類整理結果、アンケートフォーム、全鉱山のアンケート回答結

果及び傾向の説明 

 

D) 鉱山保安ＭＳについての説明 

 令和 2 年の鉱山保安ＭＳ結果分析結果及び傾向の説明（全鉱山、鉱種別など） 

 

 等 

 

 

上記の説明を行った上で、以下に関するヒアリングを行った。 

 

・ アンケート回答結果で多く回答されている課題（自然災害、高齢化、技術伝承、設備の老

朽化など） 

・ 災害事例ＤＢ分析や鉱山保安ＭＳ分析で抽出された課題及び対策 

・ 第１４次鉱業労働災害防止計画策定に先立ち、盲点となっている鉱山保安に影響を与える

おそれのある業界内の懸念事項、キーワード、テーマ 

 

など 

 

3 団体及び有識者に行ったヒアリングの結果を以下に示す。 
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 14 次計画の目標は度数率の減少である。全体のリスクアセスメントの作成が困難で

あれば、度数率の高い墜落災害などに特化したリスクアセスメントを実施すること

も検討する必要があると考える。 

 

B) マネジメントシステム 

 導入準備鉱山が次年度に導入推進鉱山に十分移行しているように見えない。普及が

進んでいると言える状況であるのか。 

 マネジメントシステムは、KY 活動などの安全活動が含まれいるが、それらが全体的

に機能していないと考える。 

 各鉱山の鉱山保安マネジメントシステムへの取組状況を行政の担当者がより一層確

認して指導していくべきであると考える。 

 

C) 墜落災害 

 災害防止対策として、平成 29 年のフルハーネス規則を準用し、５ｍ以上の高所作業

ではフルハーネスの墜落制止用器具を着用することについて指導してはどうか 

 鉱山の現場で足場組立、開口部養生等による墜落防止対策は遅れていると感じる。 

 災害発生資料では、鉱山現場は作業者を守る足場が不十分なため墜落災害が多い

が、鉱山現場で足場を作っていれば、墜落災害を防げた事例が多くあると考える。

平成 27 年に足場規則が改正されたが、鉱山では新規則に基づいた足場が作られてい

ない。足場規則に基づいた足場を作るなど墜落防止対策が重要と考える。 

 鉱山で使用している大型重機の昇降時の墜落防止対策で、3 点支持のルール遵守や、

安全ブロックを設置してるかなどを鉱山にヒアリングすべきではないかと考える。 

 ハシゴ道（タラップ）はフルハーネスを着用する義務がないため５ｍ、６ｍ高さか

ら墜落した場合は、重篤災害に繋がりやすいと考える。安全ブロックなどの保安対

策が重要と考える。 

 

D) 機械災害全般に関して 

 14 次計画期間中の機械関連対策は、機械を停止することと人を機械に近づけさせない

ことが重要であると考える。 

 厚労省が第 13 次労働災害防止計画で製造メーカーに要求する機械安全方策の考え方

を踏まえてはどうか（油圧ショベル、ホイルローダー、ダンプトラック、ベルトコ

ンベア等） 

 製造メーカーが安全な機械を製造すれば、リスクが低い機械が鉱山に提供されるた

め、ひとつの機械安全の進め方と考える。 

 鉱山で使用する機械は、ベルトコンベア、油圧シャベル、ホイールローダー、ダン

プトラック、切羽削孔機の５つである。その 5 つを災害がなくなれば鉱山災害は減

少すると考える。しかし、有効な対策を講じていないため災害は減少してないので

はないか。 
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E) 車両系鉱山機械による災害 

 重機による重篤災害多発のため、14 次計画には製造機械メーカーを巻き込んだ取り

組みを実施したほうがいいと考える。 

 重機からの墜落対策として安全ブロック（墜落制止用器具のフックをかける命綱）

の設置指導を行ってはどうか。重機メーカーは墜落防止対策についてどのようにと

らえているのか（疑問である）。 

 ヒューマンエラーの原因、不注意が多いが、重機の死角をなくすことが重要と考え

る。具体的には、バックモニターや無線通信技術の活用を行うべきと考える。 

 技術が向上しているためショベルなどの重機による災害をゼロにすることは可能だ

と考える。 

 機械関連災害の対策は、ICT 活用やレーザー検知システムを活用すれば災害が減少し

ていくと考えるが、どうやって推進していくかが重要と考える。 

 ICT の活用が進んている中で車両メーカーは、車両にバックモニターを設置すること

ができるが、鉱山会社は費用が高いため設置を断念している。行政がバックモニタ

ー設置を奨励することはできないか。 

 国が具体的な施策を定めたとしても鉱山頼みになっているが、業界団体を通じて取

り組んではどうか。例えば、バックモニターを 100%つけていくことで死角をなくし

ていく取り組みなどを団体と共に推進していくのはどうか。 

 大手鉱山が重機の死角対策を講じることにより、中小、零細の鉱山に対しても大手

鉱山と同等の取組を求めやすくなると考える。 

 運転席保護構造の油圧ショベルは普及しているのであれば、シートベルト着用率を

上げなければならないと考える。 

 重機からの転落災害でシートベルト未着用が多いため、重機にもシートベルト未着

用時に一般の自動車と同様、警告音が発せられるオプション導入も一案と考える。 

 鉱山現場の広大な敷地では、車両に人や障害物を検知する近接センサーを取りつけ

ることは激突災害防止に有効と考える。 

 鉱山災害防止に新技術を導入することを法的に強制するかどうかは別にして、まず

は保安指導員が現場へ行ってシートベルトや激突防止のためのセンサーによる検知

システムの使用状況について確認してはどうかと考える。 

 

F) コンベアによる災害 

 ベルトコンベア対策はベルトコンベアを停止することだけでは根本的な解決にはな

らないと考える。 

 ベルトコンベアは摩耗とかが起きて、様々な要因で蛇行しやすいような状況が発生

するので点検で確認する必要があると考える。 

 ベルトコンベア幅が長いものは蛇行検知装置とか蛇行が起きないようなローラーを

補助で使用できるが、資金面の影響で幅の細いベルトコンベアまで対策が講じられ

ていないと考える。大手鉱山でも細いベルトコンベアに関しては挟まれ災害がいつ

発生してもおかしくない基本構造になっていると考える。 
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 建設業などの工期が 3 年ぐらいのため、土砂を運ぶベルトコンベアには経費をかけ

た安全装置を設置していないと考える。（光線式安全装置を設置している例は無いと

思われる） 

 14 次計画のベルトコンベア対策の内容は、12 次、13 次同様の作業者の教育や手順を

守るのようなメッセージを伝えるだけでなく、鉱山関係者がなるほどというような

メッセージを発信することが必要と考える。例えば、14 次計画の 5 年間でベルトコ

ンベア災害を撲滅するようなメッセージなどを伝えることが必要であると考える。 

 

G) 転倒 

 疲労による転倒災害が多いため、安全と健康は切り離せないと考える。 

 ベルトコンベア災害の現場確認の際に、落鉱が顕著な場所を歩き疲労した。直接的

には災害発生要因に関係していないが、間接的に疲労などは関係していると考え

る。 

 落鉱対策につながる作業環境の整備、足元対策は困難が予想されるが、非常に重要

と考える。 

 経営者は落鉱していない場所を鉱山労働者に歩かせることが重要と考える。 

 転倒災害防止のため、鉱山に対して作業床や通路の整備というメッセージを国が発

信することも検討する必要があると考える。 

 

H) 未熟練労働者対策 

 若者の発生率が高く、高年齢者は低い。なぜこのようになっているか検証する必要

があるのではないか 

 鉱山現場では、未熟練労働者の 100 人当たりの罹災件数が高いので、高齢者よりも

未熟練労働者に対して保安対策を強化する必要があると考える。 

 若者教育には危険感受性向上教育が必要と考える。 

 

I) 高年齢者対策 

 例えば、さく孔作業は高年齢労働者にとって重労働である。 

 他産業では 50 代で身体機能が低下している状況で、過信による危険行動、責任のあ

る立場だから無理な作業して被災することがある。 

 装薬作業を 50 代、60 代の女性が行っている鉱山もあるため、負荷軽減のためにパワ

ーアシストスーツなどの活用を推奨していくことが必要であると考える。 

 令和 2 年 3 月公表、厚労省エイジフレンドリーガイドラインで述べられている対応

が必要ではないか。 

 

J) 腰痛 

 装薬作業での腰痛が懸念される。空圧式パワーアシストスーツ着用、台車の活用を

指導してはどうか。 
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 自衛隊が災害復旧に行くときにパワーアシストスーツ着用を検討する時代である。

鉱山の重労働作業の負荷軽減の為にもパワーアシストスーツを奨励していく必要が

あると考える。 

 

K) 外国人労働者の災害対策 

 平成 31 年 4 月から特定技能という新たな在留資格が生まれ、日本語が話せれば労働

者として働ける。今後、鉱山でも外国人労働者の対応は必要と考える。 

 外国人労働者は機械の動きなどを理解していないため、挟まれ、巻き込まれ災害が

多い。鉱山で最も多い災害が機械災害のため、重要な課題と考える。 

 今後コミュニケーションの課題を含めた対策が重要になるのは間違いないと考え

る。 

 今後、鉱山現場でも外国人労働者の増加することが想定されるため、14 次計画でテ

ーマとしていれなくても、15 次計画では必ず盛り込む必要があると考える。 

 厚労省が安全マニュアルを外国語に翻訳しているので参考にしてはどうか。 

 

L) 技術伝承 

 技術伝承不足が要因の災害データがないため 14 次計画に明記しにくいとは思うが、

重要な観点であるため、13 次計画でいう自主保安や現場の保安力向上の項目に記載で

きるのではないかと考える。 

 

M) その他（安衛法改正に伴う対応など） 

 化学物質のリスクアセスメントが安衛則で義務化された（安衛則 57 条の３）。火

薬、ガソリン等が対象となると予想される。重視すべきではないかと考える。 

 令和元年の林業対策改正安衛則の施行、対応しているか 

 安全と健康は切り分けられない時代が来ていると考える。 

 

 

④ ヒアリング結果の考察 

 有識者ヒアリングの結果、今後鉱山保安にとくに影響を与える恐れがある課題として、前

項 A）~M）の 13 カテゴリーに関して何れも重要と思われる意見が寄せられたため、多くは

「5 提言」に反映することとした。 

 14 次計画もしくは全国の産業保安監督部における指導内容の観点として「鉱山保安ＭＳ及

びリスクアセスメントの有効性向上」「墜落、車両系鉱山機械、コンベア対策」「機械・重機

製造メーカーとの連携」「高年齢者、未熟練者対策」などはとくに重要な観点であると考え

る。 
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5 提言 

本調査では 6 つの観点（「技術伝承」「労働者の高齢化」「設備の老朽化」「新技術（ドローン、

IoT 等）の活用」「外国人労働者の雇用」「自然災害への対応」）等に対して鉱山保安及び他産業

に関する課題等の仮説を整理した。そしてそれら検証するためにアンケートやヒアリング等を

実施し、鉱山保安上の課題と思われる事項と対策を検討するとともに、過去 16 年分の鉱山災害

事例や鉱山保安マネジメントシステム評価結果の分析、具体的な数値的目標など、災害撲滅に

向けた対応について検討した。 

ここでは上記課題の検討結果を踏まえ、鉱山災害防止のために国が 14 次計画で検討すべき

と考える対策事項を提言する。 
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人材に関する課題と対策として、ここでは労働者の高齢化と確保について以下に提言する。 

 

 

 災害分析およびアンケートの結果から 50 歳以上の高齢者の災害リスクは高く、今後対策が

必要であることが明らかであると考える。例えばアンケートの結果より以下の課題が浮き彫

りになっている。高齢者の再就職（中途採用）の増加が顕著な場合にはより一層対策に注力

すべきと考える。 

 

【課題】 

 年代別の就労者数割合は 20 代：13.7%、30 代：18.5%、40 代：24.8%、50 代：24.8%、60

歳以上：17.2%と高齢化している。 

 50 代で経験年数 1 年未満、100 人当たりの罹災件数は、5.0 と最も高く、一方で 15 年か

ら 25 年未満のベテランが次に高い。 

 40 代、50 代は 30 代よりも転倒災害が多い。 

 経験年数 15 年以上 25 年未満の危険軽視による 100 人当たりの罹災件数が高い。 

 50 代の経験年数 1 年未満、無知・経験不足による 100 人当たりの罹災件数は、2.5 と 19

歳以下に次いで高い。 

 石炭は、50 歳以上で 81％、非金属は 40 歳以上が 91％と高年齢化が進んでいる。 

 

 

【対策案】 

 厚生労働省が示す高年齢者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリー

ガイドライン）18を活用し対策を推進する。（とくに身体機能低下に伴う転倒の防止に着目

する） 

 経験が乏しい、もしくはベテランの危険軽視による災害対策として災害事例研究や危険体

感教育を推進する。 

 建設業での取組み事例の収集と共有を行う。 

 鉱業等における高年齢労働者の災害対策に資する取組み事例の収集と共有を行う。 

 課題が集積している石炭、非金属への指導を強化する。  

                                                        

 
18 厚生労働省 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000609494.pdf 
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 鉱山では人材の年齢構成や属性が従来とは異なってきていることに加え確保に関して以下

のような問題が生じており、保安に影響を与える可能性もある。そのため、以下課題について

は対策を検討すべきものと考える。 

 

【課題】 

 若年者（30 歳未満）の構成割合の割合が大きいのは石油天然ガス 21％である。一方で小さ

いのは非金属 3％、石炭 5％であり、これらは若手人材の確保難・定着難の課題が潜在して

いる可能性がある。 

 カーボンニュートラルの社会的要請の高まりにより、鉱種によっては若手人材の確保が懸

念される。（石油・天然ガス：図表 27） 

 給与体系の違いによる海外企業への転職者が多いことが考えられる。（図表 28） 

 令和 2 年、令和 3 年においては請負作業者に関する重大災害が発生している。このような

背景を鑑み、請負作業のリスクにも十分着目すべきである 

 

 

【対策案】 

 新技術を活用した作業面及び管理面当の省力化や保安確保を推進する。（例：ドローンによ

る危険個所における点検の実施 石油・天然ガス：図表 27 金属：図表 28） 

 多様な人材の確保（例：外国人人材、女性人材、高齢者、中途採用、請負）を推進すると

ともに、属性に応じた保安教育を推進する。（対策事例の収集・共有も検討する。） 

 学生を対象とした業界の魅力を伝えるセミナーの実施を推進する。（図表 29） 

 カーボンニュートラルへの業界の取り組みを積極的に外部にアピールする。 

 魅力のある職場への変革（働き方改革）の推進する。 

 鉱山および他産業における労働者の確保に関する事例収集と共有を行う。（例：ジェネレー

ションギャップがあっても良好な伝承を実現させた事例 など） 

 若手人材の確保が難しい非金属や石炭へ上記事例を積極的に紹介する。 

 自主保安下における企業内及び規制当局、団体との連携による技術伝承教育に関する優良

事例の収集と共有を行う。 

 

 

  



 

 67 

 

 

設備・技術に関する課題と対策として、ここでは設備および新技術について以下に提言する。 

 

 

 

 アンケートの結果より 95 鉱山中 60鉱山が保安対策に関わる設備の老朽化への対応に懸念が

あるという回答があった。 

 その他、ヒアリングやアンケートから老朽化に関する以下課題について意見が寄せられた。

今後は対策案に示す実態の把握の他、重機及び設備メーカーとの連携による老朽化対策の在り

方について検討することが望まれる。 

 

【課題】 

 石油・天然ガス、石灰石（那覇など）では、20～30 年で操業を終了することを想定した設

備投資計画のもと、稼働しているケースが見られる。想定する操業期間を超過した場合に

は設備の更新がなされず、老朽化が顕著となり、保安に与える影響が増大することも懸念

される。（図表 27） 

 30 年以上操業している鉱山の割合は 66％であり、20 年以上と合わせると 75％である。操

業年数が長期にわたっている鉱山が多く存在していると考える。また、設備の入れ替えが

困難な鉱山では老朽化が進んだ製造および保安設備を多く保有している可能性があるこ

とも想定される。 

 

【対策案】 

 鉱山設備の老朽化の状況や、主な設備の耐用年数の実態調査を行う。 

 重機やプラント設備の製造メーカーとの連携により、鉱山保安に関わる設備の導入促進を

図る。（以下具体的な対象例） 

 重機・車両関係の例：シートベルト未装着アラート、重ダンプへの安全ブロックの標

準装備、近接センサーの標準化等 

 ベルトコンベア関係の例：巻き込まれ防止対策、蛇行防止、蛇行検出、小規模ベルト

対策 など） 
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 近年の AI、Iot などの新技術を活用したデジタルトランスフォーメーション（Digital 

Transformation 通称 DX）により、人々の生活をより良い方向に変化させるような事例が数多

く提案され、一部は大きな効果を上げている。（AI を活用したスマホアプリを開発し、運転特

性連動型自動車保険を提供など）また、一部の鉱山ではドローンのような新技術を有効に活用

している例が確認できる。 

 しかしながら、アンケートの結果などから新技術の活用に関わる情報提供の要望も多く寄せ

られており、鉱山保安への活用事例は十分共有できていないのが現状と考える。 

 また、高齢労働者などが Iot 等のツールの使用に関して抵抗感を感じているため、普及の妨

げになっているという意見も聞かれる（図表 27） 

 今後はこれらの課題を解決すべく、産学官民などで連携しながら以下の対策案を検討、実施

することが望まれる。 

 

【対策案】 

 災害対策に役立つ新技術（デバイス、ソフト）の活用事例の収集と共有を行う。（以下は鉱

山での活用が期待できる技術の例） 

 ドローン 

 パワーアシストスーツ 

 車両追突検知センサー 

 レーザー検知システム等 

 パイプラインからの漏洩検知等センサー 

 車載カメラ 

 AI カメラ 

 防爆型器具 

 スマートフォンによる監視システム 

 スマートグラスによる安全情報共有 

 ウェアラブルデバイス 

 モーションセンサーによる身体能力評価（転倒防止関連） 

 VR 教育ツール 

 その他コミュニケーションツール全般 

など 

 新技術に関連したセミナーや講習会を実施する。（図表 29） 

 IoT ツール導入・活用労働者のデジタルリテラシ―の向上に関わる支援を行う。（図表 27） 

 以上について鉱山の他、官民学連携で活用に関わる検討を進める。 
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 保安管理に関する課題と対策として、ここではとくに鉱山保安ＭＳ、個別の災害要因、保安

教育、国の取組、関係団体との連携について以下に提言する。 

 

 

 鉱山保安ＭＳの自己点検チェックリストの得点率や導入レベルの集計結果から、鉱山労働者

数つまり鉱山規模と定着率の相関が非常に強く、鉱山保安ＭＳを理解している人材確保の可否

が結果に反映されていることが大きな要因と考える。 

 このような鉱山保安ＭＳの定着に関する課題に対応すべく、対策案の検討を進めることが望

まれる。 

 

【課題】 

 災害発生鉱山（過去 3 年）のＭＳ評価では、導入が進んでいないほど度数率が高い。逆

に導入が進んでいるほど度数率が低い。 

 鉱山保安ＭＳの設問ごとの評価結果の得点率や、得点率規模別、導入レベル別の鉱山数

の統計によると、鉱山労働者数が少ない、つまり鉱山規模が小さい鉱山ほど評価が低

い。つまり取り組みが進んでおらず、定着していないと判断される。一方で鉱山規模が

大きい鉱山では導入準備鉱山は皆無であることからも取り組みが進んでいると判断され

る。 

 チェックリストのうち RA は Q9 の得点率が低く、リスク低減措置の見直しの不足が懸念

される。また、ＭＳは Q19、Q20 の得点率が低い傾向にあり計画の「評価」「改善」の不

足、つまり保安対策の有効性の確認などが不足していることが懸念される。ＭＳ及びＲ

Ａともに評価改善に該当するプロセスの得点率が低い。 

 非金属や石灰石は他の鉱種と比較し導入準備鉱山の割合が大きい。導入レベルの向上が

課題である。 

 リスクアセスメントの理解不足による実効性低下の懸念がある。（P59 有識者ヒアリング

A)リスクアセスメント） 
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【対策案】 

 R2 年度作成の小規模鉱山向け簡易リスクアセスメントガイドブック19を活用した普及活

動の実施により中小零細鉱山の導入レベル向上を図る。 

 要望の多い鉱山保安ＭＳに関わる優良事例の収集・共有を図る。 

 産業保安監督部での保安検査時に年度の重点項目に基づいたＲＡの指導を行い、導入レ

ベル向上の促進につなげる。（以下重点指導項目の例） 

 発生頻度や重大性が懸念される災害事由（墜落等）のリスク抽出 

 ヒューマンエラーに関連したリスク抽出（災害事例ＤＢのデータより、人、物、管

理の各要因のうち人的要因つまりヒューマンファクターが起因した災害が圧倒的に

多い。 

 作業形態（坑内、露天、発破の有無）に特有のリスク抽出 

 残留リスク評価の実施 

 非金属や石灰石など導入レベルが低い鉱山への指導 

 厚労省の機械の包括的安全指針で努力義務化している製造メーカーからの残留リスク情

報を活用したＲＡの実施を促進する。 

 作業プロセスもしくは災害形態に着目した標準的なリスクアセスメント事例を作成す

る。（スコープは別途検討） 

 各鉱山に基本的なリスクアセスメントの考え方を周知するための優良事例やセミナー

等、機会提供を行う。 

 上記のほか、保安指導の際にも評価改善を促進するため、目標設定に重点を置いた指導

を行う。 

 国際規格等との整合性の調査実施し、手引書・チェックリストの見直しを検討する。 

 各産業保安監督部に鉱山保安ＭＳ等に関する相談窓口を設置する。 

 

  

                                                        

 
19 経済産業省 小規模鉱山向け簡易リスクアセスメント 

https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/mine/files/bessatsu1-1.pdf 
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 災害事由や、その背景要因に関わる課題と取り組むべき対策について以下に示す 

 

【課題】 

 全鉱山において罹災件数の割合が大きい災害事由は、墜落 24％、運搬装置のため（車両系

鉱山機械又は自動車）13％、取扱中の器材鉱物等のため 13％、運搬装置のため（コンベア）

12%、転倒 10%である。 

 死亡災害の割合が大きい災害事由は、運搬装置のため（車両系鉱山機械又は自動車）39％、

運搬装置のため（コンベア）18％、その他 13％である。 

 休業 4 週間以上の割合が大きい災害事由は墜落 32％、運搬装置のため（コンベア）15%、

運搬装置のため（車両系鉱山機械又は自動車）13％である。 

 鉱種別、規模別の災害事由では墜落が比較的多く発生しているが、鉱種及び規模により

違いが見られる。 

 人、物、管理の各要因のうち人的要因つまりヒューマンファクターが起因した災害が圧

倒的に多い。また、ヒューマンファクター別の罹災件数割合は、危険軽視 48%、不注意

20%が大きい。 

 鉱山労働者年齢層別の 100 人当たりの罹災件数では、50 代が 5.18 と一番高く、60 歳以上

が 4.74 と二番目に多い。なお、40 代、50 代は 30 代よりも転倒災害が多く発生してい

る。 

 鉱山労働者年齢層別の 100 人当たりの罹災件数では、19 歳以下は 3.7、20 代は 3.83 であ

る。就労者数が少ない割には他の年齢層と比較しても発生頻度は変わらないことから、

この年代の鉱山労働者への保安対策にも注視すべきと考える。 
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【対策案】 

 全鉱山、死亡災害、休業 4週間の割合が大きい災害事由とその対策 

 墜落 

 足場設置 

 墜落制止用器具の着用 

 

 運搬装置のため（車両系鉱山機械又は自動車） 

 油圧ショベル、ホイルローダー、ダンプトラック、切羽削孔機の重点対策 

 大型重機の昇降時の墜落防止対策 

 シートベルト着用率の向上 

 バックモニター設置 

 

 取扱中の器材鉱物等のため 

 単独作業、非定常作業時での作業手順の確立、教育、監視 

 

 運搬装置のため（コンベア） 

 小規模コンベア対策 

 蛇行防止対策 

 

 転倒 

 落鉱対策 

 ５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾） 

 

 高齢者への対策 

 転倒防止対策（エイジフレンドリーガイドラインの活用） 

 

 若年者、未熟者への対策 

 作業手順の確立、教育、監視 

 事例教育 

 

 ヒューマンエラー対策 

 危険軽視 

 事例教育 

 危険体感教育 

 

 不注意 

 指差呼称 

 声掛け 
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 鉱種別（石灰石、石油・天然ガス、金属、非金属）の対策 

 石灰石 

 墜落、コンベア、車両系鉱山機械 等による災害事由対策の重点指導 

 労働者の高齢化対策 

 大手と中小別での対策 

 

 石油・天然ガス 

 取扱中の器材鉱物、転倒、墜落 等による災害事由対策の重点指導 

 設備の老朽化対策 

 人材確保対策 

 

 金属 

 墜落、転倒、取扱中の器材鉱物 等による災害事由対策の重点指導 

 自然災害への対策 

 災害箇所でのドローンの活用 

 

 非金属 

 墜落、取扱中の器材鉱物、車両系鉱山機械 等による災害事由対策の重点指

導 

 

 

 規模別の対策 

 鉱山労働者数 0 人～9 人 

 墜落、コンベア、取扱中の器材鉱物 等による災害事由対策の重点指導 

 

 鉱山労働者数 10 人～49 人 

 墜落、車両系鉱山機械、取扱中の器材鉱物 等による災害事由対策の重点指

導 

 

 鉱山労働者数 50 人～99 人 

 墜落、コンベア、取扱中の器材鉱物 等による災害事由対策の重点指導 

 

 鉱山労働者数 100 人～ 

 墜落、取扱中の器材鉱物、車両系鉱山機械 等による災害事由対策の重点指

導 

 

 

 その他 

 鉱山災害を起点とした行政による状況、原因の調査、対策検討と各鉱山への対策の

水平展開を継続 

 災害多発鉱山で共通する災害発生状況、原因と対策の調査 

 規模別（大規模、中小、零細）での保安対策の取組み状況の調査と優良事例の共有 
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 保安教育に関連する課題と対策を以下に示す。 

 

【課題】 

 新型コロナウイルス感染拡大による影響で現場での保安教育が滞っている 

 若年労働者、高年齢者、請負、女性、外国人といった多様な属性に十分な教育がなされて

いるか懸念される。（5.1） 

 

【対策案】 

 コロナ影響下で、多様な属性に対して効果的な保安教育を実施するための手法や内容を

検討する。検討の際には効果的な保安教育事例を収集するとともに、国としての支援の

在り方について検討する。 

 

 手法の検討 

 動画の活用 

 VR の活用 

 ＷＥＢ会議システムの活用（全国の鉱山での対応可否等） 

 ＳＮＳの活用 

 既存の地域業界団体・研究会等の活用 

など 

 

 内容の検討 

 ベテラン鉱山労働者向けの事例教育、危険感受性向上（危険体感）教育等の実

施 

 若年者や経験の浅い鉱山労働者に対する上記教育の他、基礎的な知識教育等 

 請負作業者、女性労働者、外国人労働者など属性に応じた一般教育等（請負：

連絡体制の構築など 女性：重量物の制限など 外国人：日本と海外の安全に

対する考え方の違いなど） 

 

 適宜講習会等による支援を行うことを検討する。 
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国の取組みに関連する課題と対策を以下に示す。 

 

【課題】 

 本省、産業保安監督部、全国 460 鉱山との間で、現在もメール等を活用した効率的な情

報伝達を行ってはいるが、新しいコミュニケーションツールを活用したネットワークを

構築し、保安検査や情報伝達の効率化を図る余地があると思われる。 

 災害詳報等の情報伝達（水平展開）の後に鉱山側でリスクアセスメントへの活用が十分

なされていない 

 労働安全衛生法と鉱山保安法との規制内容の違いを明確に理解されていない恐れがあ

る。 

 

 

【対策案】 

 情報共有の手段（メール、SNS 等の活用）の見直しを行う。 

 水平展開されている災害詳報等の災害情報の有効活用を促す。例えば、現況調査（リス

クアセスメント）への反映とともに作業手順書の作成・見直し等充実を図り、現場への

周知徹底を促す等、有効活用に向けた取組みを強化する。 

 年度ごと重点項目に基づいたＲＡ、現場の保安指導を実施する。 

 厚労省の労働安全衛生法と鉱山保安法での規制内容の違いを明確に示したうえで指導す

る。 

 上記規制の横並びを確認し、適宜鉱山保安法の関連規則等を改正する。 

 厚生労働省における 13次計画期間の取り組みを確認し参照する。 
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 国と関連団体の連携に関連する課題と対策を以下に示す。 

 

【課題】 

 以下鉱山保安に影響を与える恐れのある事象に関する連携の不足 

 カーボンニュートラルの社会的要請の高まりによる若手人材の確保が困難になる懸

念（図表 27） 

 給与体系の違いによる海外企業への転職者の増加懸念（図表 28） 

 高年齢労働者の災害リスク（転倒、危険軽視等の要因による。） 

 若年および経験の浅い労働者の災害リスク（無知未経験、不慣れ、危険軽視などの

要因による。 

 

 新技術に関連した連携の不足（具体的には 5.2.2 に示す内容等について） 

 セミナーや講習会の実施等 

 

 重点目標の設定、周知等に関する連携（以下のような取り組みに関する目標の設定と強力

な推進が現状では不足している） 

 バックモニターの設置 

 追突防止センサーの設置 

 シートベルトの着用 

 

【対策案】 

 各業界団体と上記課題について共有するとともに、地域ごとの業界団体・研究会等とも

連携しながら課題解決に向けた協働での情報発信や直接的な鉱山支援などの対応を検討

する。 
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前項までの各課題への対策を検討するにあたり、今後国が外部との連携のもと調査事業等を

実施することが望ましいと考える実施項目等を以下に提言として示す。 

 

(1) 鉱山保安マネジメントシステム関連 

 標準的ＲＡ例の作成（高頻度の災害事由である墜落、車両系鉱山機械、コンベア、

取り扱い中機材（施設の保全）などに関わるＲＡ事例） 

 鉱山保安ＭＳおよびＲＡに関わる優良事例の収集と共有（各鉱山に基本的なリスク

アセスメントの考え方を周知するための優良事例やセミナー等、機会提供を行う。） 

 零細向けガイドブックの普及に関連した講習会の開催 

 国際規格等との整合性の調査実施し、手引書・チェックリストの見直しを検討する。 

 

 

(2) 機械安全関連 

 重機・機械メーカー、鉱山に車両系鉱山機械やコンベアの安全方策に関わるヒアリ

ング 

 機械製造者等による機械に関する危険情報の通知状況と、機械を使用する鉱山側の

情報活用状況に関する調査（厚労省による「「機械の包括的な安全基準に関する指針」

に基づき、機械に関する危険情報の通知の努力義務化が求められている） 

 重機からの墜落防止観点での調査（安全ブロック標準装備など） 

 重機での激突・転落・転倒災害防止観点での調査（シートベルト着用状況や、未着

用時に一般の自動車と同様、警告音が発せられる装置の標準装備の可否等 人や障

害物を検知する近接センサー） 

 ベルトコンベアによる挟まれ巻き込まれ対策（蛇行防止対策、蛇行検出措置、小規

模コンベア対策など） 

 機械安全に関するメーカーや鉱山の取り組み事例の紹介 

 鉱山設備の老朽化の状況、主な設備の耐用年数、設備への経営資源配分に関する調

査（例：カーボンニュートラル関連での設備投資が増え、その他の設備への予算配

分に躊躇し、その結果老朽化設備の増大につながることが懸念される。どのような

要因で老朽化が進んでいるか等調査 
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(3) 新技術活用関連 

 鉱種横断で使用可能な新技術の活用状況について調査 

 対象例（キーワード）：ドローン、センサー技術、AI カメラ、車載カメラ（車両の

運転席側）、防爆型器具、スマートフォンによる監視システム、スマートグラスによ

る安全情報共有、パワーアシストスーツ、ウェアラブルデバイス、モーションセン

サーによる身体能力評価（転倒防止関連）、VR 教育ツールなど 

 最新の IOT、AI など新技術に関わる、鉱山保安に活用可能な事例の紹介 

 高年齢労働者などの IT リテラシー向上に関わる事例の紹介 

 コロナの影響により対面による保安活動や保安教育、団体主催の講習会などのオン

ライン活用実態を調査 

 以上について鉱山の他、官民学連携で活用に関わる検討を進める。 

 

 

(4) 高年齢労働者関連 

 厚生労働省によるエイジフレンドリーガイドラインに関連する建設業等の類似産

業の取組み事例の収集と共有を行う。 

 鉱業等における高年齢労働者の災害対策に資する取組み事例の収集と共有を行う。 

 

 

(5) 人材確保及び育成支援関連 

 鉱山および他産業における労働者の確保に関する事例収集と共有を行う。 

 自主保安下における企業内及び規制当局、団体との連携による技術伝承教育に関す

る優良事例の収集と共有を行う。の取組み事例の収集と共有を行う。 

 コロナ影響下で、多様な属性に対して効果的な保安教育を実施するための手法や内

容を検討する。検討の際には効果的な保安教育事例を収集するとともに、国として

の支援の在り方について検討する。 

 適宜講習会等による支援を行うことを検討する。 

 

 

 

  



 

 79 

 

6 別添資料 
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【別添資料 1】アンケートフォーム 

 

 

各鉱山 鉱業権者 様

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

（調査委託元）

経済産業省 鉱山・火薬類監理官付

鉱山における危害防止のための実態調査

鉱山の実態把握のためのアンケート調査への回答のお願いについて

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社では、経済産業省の委託を受け、「鉱山における危害防止のための

実態調査」を実施しております。

現在は第１３次鉱業労働災害防止計画（平成３０年度～令和４年度）の実施期間中ですが、令和５年

度からは新たに第１４次鉱業労働災害防止計画（以下、１４次計画）を策定し実施することになります。

本事業は、鉱山が抱える根本的な課題（経営難や人手不足、労働者の高齢化等）と、これらの課題が保安にど

のような影響をもたらすか検討するとともに、抽出した課題に対する対策について検討することで、保安確保対策等の

推進に資する１４次計画のあり方について取りまとめ、経済産業省に報告するものです。

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、鉱山の実態把握の個別事例を収集するためのアンケートへのご

回答に協力いただきたく、お願い申し上げます。

末筆ながら、ますますのご発展をお祈り申し上げますとともに、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。

敬具

記

１．アンケート内容 鉱山が抱える根本的な課題（経営難や人手不足、労働者の高齢化等）と、これらの

課題が保安にどのような影響をもたらすか等について

２．設問数 58問

３．回答期限 令和４年１月12日（水）

４．回答方法

● メールで回答する場合：メールに本エクセルファイルを添付し●●産業保安監督部鉱山保安課に送信

● 郵送で回答する場合：同封の返信用封筒でＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株）に郵送

５．回答の取扱い 回答結果は、特徴的な事例について個別のヒアリング対象を選定するために利用し、回

答した企業・事業者が特定されるような形で公表されることはございません。

また、その結果を踏まえて１４次計画のあり方について報告書にまとめ、経済産業省に

報告します。

以上
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＜アンケート項目＞

Ⅰ＜総論＞各社における災害の発生とその要因、今後の課題について

１ 各社における災害の発生とその要因、今後の課題について

Ⅱ＜各論＞

2 鉱山保安人材の確保

ⅰ）労働者の高齢化

ⅱ）労働者の確保

ⅲ）雇用対象（請負、女性、外国人）

3 鉱山保安に関する設備・技術の状況

ⅰ）設備に関する状況（老朽化）

ⅱ）新技術（ドローンなど） の活用状況

4 第１３次鉱業労働災害防止計画の取組状況

ⅰ）鉱山保安マネジメントシステム

ⅱ）災害の発生とその要因

ⅲ）国の取組（指導、検査、その他）及び鉱山保安法に対する意見

ⅳ）関係団体の取組に対する意見

5 新たな課題への対応

ⅰ）自然災害への対応

ⅱ）新型コロナウイルスの影響

ⅲ）カーボンニュートラルに関する取組

鉱山の実態把握のためのアンケート調査

この度アンケート調査対象を鉱種別、規模別に分類した後、無作為に抽出させていただいた結果、誠に勝手

ながら貴鉱山を対象とさせていただきました。

鉱山への保安対策支援のあり方を国が検討する上で本アンケートは非常に重要なものであります。

年末年始のお忙しいところ大変恐縮ですが、実態把握と施策検討のためにアンケートへのご回答にご協力よろ

しくお願いいたします。

（調査委託元）経済産業省 鉱山・火薬類監理官付
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【基本情報の入力】

人 （ 人 、 人 ）

人 人 人

人 人 人

※鉱山労働者数は、令和3年12月の災害月報（12月末時点）の数値をご記入ください。

鉱山名

従業員の年齢構成

電話番号

鉱種

鉱山労働者数 ※

ご回答者名

ご役職

操業期間

19歳未満

40歳～49歳

20歳～29歳

50歳～59歳

30歳～39歳

60歳以上

年

女性男性

「金属,非金属,

石灰石,石油・

天然ガス,石

炭・亜炭」から

選択してくださ

い



 

 83 

 

  

Ⅰ ＜総論＞各社における災害の発生とその要因、今後の課題について

１各社における災害の発生とその要因、今後の課題について

１-１ 現在、貴鉱山で災害発生の要因として懸念される事項について選択してください。（複数回答可）

①人材不足（労働者の不足）

②労働者の高齢化

③設備の老朽化

④保安に関する技術伝承の不足

⑤自然災害（大雨等）の増加

⑥保安教育の不足

⑦現況調査（リスクアセスメント等）の不足

⑧鉱山保安マネジメントシステムの取組不足

⑨その他（自由記載）

１-２ 貴鉱山で保安対策を進めるに当たっての今後の課題と考えられる事項について選択して下さい。

（複数回答可）

①人材の確保

②労働者の高齢化への対応

③設備の老朽化への対応

④保安に関する技術伝承への対応

⑤新技術（ドローンなど）の活用

⑥自然災害への対応

⑦保安教育・活動の充実

⑧現況調査（リスクアセスメント等）の実施

⑨鉱山保安マネジメントシステムの取組

⑩その他（自由記載）

１-３ 貴鉱山において懸念される災害発生要因や保安対策上の課題について、コメント等があれば

下記に記載して下さい。（自由記載）

複数選択可では以下プルダウ

ンボックスで〇を選んでください

（手書きの方は枠内に〇を

書いてください）
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Ⅱ ＜各論＞

2 鉱山保安人材の確保

ⅰ) 労働者の高齢化

２-１ 40歳未満と比べて40歳以上の労働者は危険軽視などによる災害が多い傾向にあります。

40歳以上の労働者に対して鉱山災害リスクが顕在化することを懸念していますか。

① とても懸念している

② 少し懸念している

③ あまり懸念していない

④ 全く懸念していない

２-１-１ 2-1で①または②を選択した方は懸念している理由を選択してください。（複数回答可）

① 慣れによる危険軽視

② 経験不足による不安全行動

③ 保安教育の不足

④ 身体機能の低下

⑤ その他（自由記載）

２-１-２ 2-1で③または④を選択した方は、実施している対策があれば選択してください｡(複数回答可)

①作業手順書の見直し

②危険体感教育

③鉱山災害事例などの保安教育

④作業環境の整備

⑤自動化など新技術の導入

⑥その他

選択番号
選択番号では以下プルダウンボックスから該当する番号を選

んでください

（手書きの方は選択番号を枠内に書いてください）
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２-２労働者の高齢化について、国に支援を要望する事項があれば選択してください。

①高齢者労働者に対応した作業手順書の事例紹介

②高年齢労働者の作業環境改善の事例紹介

③高年齢労働者向けの保安教育ガイドラインの作成

④危険体感教育機関の情報提供

⑤その他

（自由記載）
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ⅱ) 労働者の確保

２-３繁忙時等の人手不足（人的資源の不足）による保安上の影響を懸念していますか。

①とても懸念している

②少し懸念している

③あまり懸念していない

④ 全く懸念していない

２-３-１ 2-3で①または②を選択した方はどのようなことを懸念しているか選択してください｡(複数回答可)

①作業ルールを検討する鉱山労働者の不足

②保安教育を実施する鉱山労働者の不足

③KY等の保安活動を実施する鉱山労働者の不足

④保安パトロールを実施する鉱山労働者の不足

⑤ その他

（自由記載）

２-４ 人手不足に関して実施している対策があれば、下記の中から選択してください｡(複数回答可)

① 人員募集を頻繁に行う

② 賃金を上げる

③ 業務を削減する

④ 生産規模を縮小する

⑤ その他

（自由記載）

２-５ 熟練労働者の減少による保安レベルの低下を懸念していますか。

①とても懸念している

②少し懸念している

③あまり懸念していない

④全く懸念していない

選択番号

選択番号
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２-５-１ 2-5で①または②を選択した方は、懸念している理由を選択してください。（複数回答可）

①保安技術の伝承が不十分となる

②若手労働者への教育の機会が減る

③現況調査（リスクアセスメント）が不十分となる

④保安作業マニュアルの作成、改正が不十分となる

⑤保安教育を実施できる人が居なくなる

⑥その他

（自由記載）

２-５-２ 2-5で③または④を選択した方は、熟練労働者の減少による保安レベルの低下について

実施している対策があれば選択してください｡(複数回答可)

①在籍する熟練労働者が保安技術などの教育を実施

②在籍する熟練労働者とのコミュニケーションの強化

③技術伝承に関する教育方法の改善

④外部保安講習会に参加

⑤資格取得の推進（保安マスター制度など）

⑥その他

（自由記載）

２-６ 技術伝承について、国に支援を要望する事項があれば記載してください。

（自由記載 ※技術伝承のノウハウについての講習会 教育機関の案内など）
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ⅲ）雇用対象（請負、女性、外国人）

２-７請負労働者を鉱山現場で雇用していますか。

①雇用している

②雇用していない

③雇用する計画がある

２-７-１①または③を選択した方は、請負作業者はどのような業務に就いていますか、就いてもらうつもりですか。

(複数回答可)

①掘採（表土除去、穿孔、発破）

②積み込み運搬（原石や捨石など）

③プラント作業（破砕選別）

④製品出荷

⑤その他

（自由記載）

２-８ 女性労働者を鉱山現場で雇用していますか。

①雇用している

②雇用していない

③雇用する計画がある

２-８-１ 2-8で①または③を選択した方は、女性労働者はどのような業務に就いていますか、

就いてもらうつもりですか。（複数回答可）

①事務

②車両系鉱山機械のオペレーター

③破砕等プラントのオペレーター

④電気工作物の設置、維持、管理

⑤その他

（自由記載）

選択番号

選択番号
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２-８-２ 2-8で①または③を選択した方はどのようなことに配慮していますか、配慮するつもりですか。

（複数回答可）

①作業方法の改善

②作業環境の整備

③休憩室等の環境整備

④コミュニケーションの配慮

⑤女性労働者を対象とした保安教育の実施

⑥その他

（自由記載）

２-９ 女性雇用について国に支援を要望する事項があれば記載して下さい。

（自由記載）
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２-１０ 外国人労働者を鉱山現場で雇用していますか。

①雇用している

②雇用していない

③雇用する計画がある

２-１０-１ 2-10で①または③を選択した方は、外国人労働者による鉱山災害の懸念がありますか。

①とても懸念している

②少し懸念している

③あまり懸念していない

④全く懸念していない

２-１０-２ 2-10-1で①または②を選択した方は、懸念される理由を下記の中から選択してください｡

（複数回答可）

①日本語の理解不足により、口頭の保安指示が伝わらない

②日本語の理解不足により、保安教育を十分に行えない

③日本語の理解不足により、作業手順書が理解できずに不安全な行動をとる

④日本語の理解不足により、安全標識・掲示物の内容が理解できないため不安全な行動をとる

⑤その他

（自由記載）

２-１０-３ 2-10-1で③または④を選択した方で、外国人労働者に対する保安対策事例があれば記載してください｡

（自由記載）

２-１１ 外国人雇用について、国に支援を要望する事項があれば選択してください。（複数回答可）

①保安教育資料（発破作業の教育など）の多言語化事例集の提供

②保安活動資料（KYシートなど）の多言語化事例集の提供

③安全標識・掲示物の多言語化事例集の提供

④その他

（自由記載）

選択番号

選択番号
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３ 鉱山保安に関する設備・技術の状況

ⅰ）設備に関する状況（老朽化）

３-１設備の老朽化による保安上のリスクを懸念していますか。

①とても懸念している

②少し懸念している

③あまり懸念していない

④全く懸念していない

３-１-１ 3-1で①または②を選択した方は老朽化が懸念される設備を選択してください。（複数回答可）

①車両系鉱山機械(ダンプトラック、ホイールローダー、油圧ショベル、穿孔機など)

②自動車

③プラント設備

④その他

（自由記載）

３-１-２ 3-1-1で選択した設備に関して、改善が困難な場合の理由を選択してください。（複数回答可）

①資金不足

②設備のメンテナンス基準が作成されていない

③多忙のため設備の停止ができない

④投資する優先順位が低い

⑤その他

（自由記載）

３-１-３ 3-1で③または④を選択した方は、老朽化している設備に関して実施している対策があれば、

下記の中から選択してください｡(複数回答可)

①設備を計画的に更新している

②設備を計画的に修理している

③設備が新しいため老朽化していない

④その他

（自由記載）

選択番号
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３-２設備の老朽化について、国に支援を要望する事項があれば記載してください。

（自由記載）
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ⅱ）新技術（ドローンなど）の活用状況

３-３ 新技術（ドローン、IoT等）を活用していますか。

①活用している

②活用していない

３-３-１ 3-3で①を選択した方はどのような新技術（ドローン、IoT等）を活用していますか。

下記の中から選択してください。（複数回答可）

①ドローン

②重機の無人化技術

③車両系鉱山機械等へのドライブレコーダーや接近センサーの設置

④その他

（自由記載 ※AI、IoTなどの最新の情報技術を活用した現場の効率化ツールなど）

３-４ 今後、どのような鉱山災害リスクに対して新技術（ドローン、IoT等）の活用を期待しますか。

下記の中から選択してください。（複数回答可）

①墜落災害

②車両系鉱山機械または自動車による災害

③転倒災害

④コンベア災害

⑤取扱中の機材鉱物等による災害

⑥機械全般による災害

⑦その他

（自由記載）

３-５ 新技術（ドローンIoT等など）の導入を促進するために、国に支援を要望する事項があれば選択してください。

（複数選択可）

①新技術に関わる最新情報の提供

②IT人材確保に向けた支援

③他鉱山の新技術に関わる優良事例の提供

④新技術（ドローンIoT等など）の講習会

⑤その他

（自由記載）

選択番号
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４ 第13次鉱業労働災害防止計画の取組状況

ⅰ）鉱山保安マネジメントシステム

４-１経済産業省が作成した鉱山保安マネジメントシステムを理解するための以下ツールを活用していますか。

☆鉱山保安マネジメントシステムの構築と有効化のためのガイドブック

☆リスクアセスメント事例集５０選～全国鉱山災害事例データベースより～

☆小規模鉱山向け簡易リスクアセスメント

①全く活用していない

②あまり活用していない

③少し活用している

④十分活用している

４-１-１ 4-1で①または②を選択した方は理由を選択してください。（複数回答可）

①ツールがあることを知らない

②ツールが難しい

③ツールを活用する時間が足りない

④ツールを理解できる人材がいない

⑤ツールが簡単すぎる（充実していない、事例が少ないなど）

⑥自社の体制に合ったツールがない

⑦自社で違うマネジメントシステムを運用している

⑧鉱山保安マネジメントシステムが鉱山保安レベル向上に寄与すると思えない

⑨リスクアセスメントの徹底だけで十分と考える

⑩その他

（自由記載）

４-２ 鉱山保安マネジメントシステムの構築、有効化を促進するために国からどのような支援が必要だと考えますか。

（複数回答可）

①他鉱山の優良事例の紹介

②講習会の開催

③ガイドブック等の充実

④各鉱山での直接指導

⑤その他

（自由記載）

選択番号
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ⅱ）災害の発生とその要因

４-３ 経済産業省が発表している災害速報、災害詳報を、鉱山の類似災害防止のために

どのように活用していますか。（複数選択可）

①類似災害を想定した現況調査（リスクアセスメント）に反映させている

②朝礼などのミーティングで紹介して災害防止対策を周知している（事例教育）

③掲示板などに掲示して災害防止対策を周知している

④その他

（自由記載）

４-４鉱山では他産業に比べ重篤な災害が発生する割合が高い傾向にあります。現況調査（リスクアセスメント）

において重大災害の恐れがあるリスクを洗い出せていると考えますか。

①全く洗い出せていない

②あまり洗い出せていない

③少し洗い出せている

④洗い出せている

４-４-１ 4-4で①または②を選択した方は、洗い出せていない理由を下記の中から選択してください｡

（複数回答可）

①リスクアセスメントの方法を十分理解していない

②リスクアセスメントを実施する時間がない

③リスクアセスメントを有効に実施できる人がいない

④その他

（自由記載）

４-４-２ 4-4で①または②を選択した方は、国からどのような支援があればリスクアセスメントを

推進することができますか。（複数回答可）

①リスクアセスメントの実施に関わる優良事例の紹介

②リスクアセスメント講習会の開催

③経済産業省が作成しているツールの見直し

④その他

（自由記載※新規に作成を要望するツールなど）

選択番号
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ⅲ）国の取組（指導、検査、その他）及び鉱山保安法に対する意見

４-５ 国（産業保安監督部等）が鉱山に対し実施している指導、検査等について、意見があれば、

下記に記載して下さい。（自由記載 ※施設届出等の書類審査、立入検査等への意見 等）

４-６ 鉱山保安法令に対して意見があれば、下記に記載して下さい。（自由記載 ※法令等の改正意見 等）

４-７ 鉱山の保安レベルを向上させる上で国に支援を要望する事項がありましたら、下記に記載してください。

（自由記載 ※講習会の開催、相談窓口の設置 等）

ⅳ）関係団体の取組に対する意見

４-８ 貴鉱山が加入している（関係している）鉱業関係の団体

（日本鉱業協会、石灰石鉱業協会、天然ガス鉱業会、石炭フロンテイア機構 等）等がありましたら記載下さい。

（自由記載）

４-９ 4-8で、加入団体を記入頂いた方で、加入団体が実施している取組を活用している場合には

以下に記載下さい。(自由記載 ※情報提供、講習会の開催等）

４-１０ 鉱業に関する団体の取組に対する意見があれば、記載下さい。（自由記載）
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５ 新たな課題への対応

ⅰ）自然災害への対応

５-１ 自然災害（台風、豪雨、地震等）による鉱山災害を懸念していますか。

①とても懸念している

②少し懸念している

③あまり懸念していない

④全く懸念していない

５-１-１ 5-1で①または②を選択した方は、自然災害に対し具体的にどのような懸念事項がありますか。

下記の中から選択してください。（複数回答可）

①台風による設備の倒壊などの被害

②台風による飛来物での設備被害

③地震による設備の倒壊などの被害

④地震および豪雨による地山崩壊

⑤豪雨による浸水などでの設備の故障

⑥豪雨による残壁もしくは切羽の崩壊

⑦豪雨による堆積場の崩壊

⑧その他

（自由記載）

５-１-２ 5-1で③または④を選択した方は、台風、地震、豪雨等の自然災害対策として実施していることが

あれば選択してください。（複数回答可）

①自然災害リスクへの設備強化

②防災訓練の実施

③防災マニュアルの整備

④プラント設備などの点検強化

⑤非常用備品の整備(土のうなど)

⑥その他

（自由記載）

５-２ 自然災害について、国に支援を要望する事項があれば記載してください。

（自由記載 ※自然災害の対応マニュアル事例紹介など）

選択番号
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ⅱ）新型コロナウイルスの影響

５-３ 新型コロナウイルスの感染拡大により、影響が出ていますか。

①影響が出ている

②影響は出ていない

５-３-１ 5-3で①を選択した方は具体的にどのような影響が出ていますか。（複数選択可）

①生産量に影響

②保安活動に影響

③保安教育に影響

④人材確保に影響

⑤その他（自由記載）

５-３-２ 5-3-1で②または③を選択した方は、新型コロナウイルスの感染拡大が鉱山の保安活動と

保安教育にどのような影響を及ぼしているかを具体的に記載してください。

5-４ 新型コロナウイルスの鉱山保安に関する影響について国にどのような支援を要望しますか。（自由記載）

選択番号
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ⅲ）カーボンニュートラルに関する取組

５-５ カーボンニュートラル（※2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする活動、

車両の電動化など）について取組をしていますか。

①取り組んでいる

②少し取り組んでいる

③全く取り組んでいない

５-５-１ 5-5で①または②を選択した方はカーボンニュートラルについて、具体的にどのような取組をしていますか。

（自由記載）

５-６ カーボンニュートラルについて国に支援を要望する事項があれば記載してください。

（自由記載）

選択番号

ご回答いただきありがとうございました。
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４-１-１ 罹災者の年齢別、罹災程度別の罹災件数 

 

図表 47 罹災者の年齢別、罹災程度別の罹災件数 

（ワースト５の罹災件数をハッチ） 

 

〈考察〉 

 年齢別の罹災程度は、各世代とも 4 週間以上の災害が多い。特に 30 代から 60 代で 4 週間以上

の災害が多い。（118 件）特に 40 代、50 代が多いことから、これらの世代に対して過去の災害事

例などを用いて危険感受性の向上につながる教育など検討することも一案と考える。 

  

年齢 罹災者数（計） 死亡 ４週間以上 ４週間未満  軽傷

<20 2 2

20-29 27 2 10 5 10

30-39 44 1 26 9 8

40-49 51 1 31 6 13

50-59 66 6 39 8 13

60-69 38 2 22 6 8

70-79 4 1 2 1

総計 232 13 132 35 52
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４-１-２ 年代別（30 代、40 代、50 代）、災害事由別の罹災件数 

図表 48 年代別（30 代、40代、50 代）、災害事由別の罹災件数 

 

データ数：１１６件 

 

〈考察〉 

 年齢層別（30 代から 50 代）の災害事由は各世代とも墜落災害が多い。 

 40 代、50 代で運搬装置（車両）が多く、30 代は運搬装置（コンベア）が多い。40 代、50 代で

は、運搬装置（車両）による災害が多いため、リスクの高い順番からハード対策を講じる必要があると

考える。 

 40 代、50 代は 30 代よりも転倒災害が多い傾向にあるため、転倒防止対策（段差に注意表示をす

るなど）の強化が必要と考える。 
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４-２-４ 経験年数 4 年以下と 30 年以上の 100 人あたりの罹災件数の比較 

 

図表 54 経験年数 4年以下と 30 年以上の 100 人あたりの罹災件数の比較 

 

 

〈考察〉 

 図表 51 の経験年数別の罹災件数を見ると 4 年目以下の罹災件数が 45％（74 件）を占めてい

る。経験年数の浅い鉱山労働者への保安教育を強化する必要があると考える。 

 図表 51 より、各経験年数とも 4 週間以上の罹災件数が多い。特に死亡災害は経験年数 15 年以

上でも発生していることから、ベテラン特有の危険軽視・慣れによる災害が懸念される、危険を認識させ

る教育の強化が必要と考える。 

 図表 53 の経験年数別の労働者数を考慮して、図表 54 の 100 人当たりの罹災件数では、経験年

数 4 年以下が 2.2 件に対して経験年数 30 年以上は 0.9 件となる。経験年数の浅い鉱山労働者

は、慣れや知識不足、未経験による災害が考えられることから、繰り返し先輩社員などから事例教育な

どを受けることも一案であると考える。 

  

経験年数 4年以下 30年以上

罹災件数 2.2 0.9
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４-３-３ 年齢層別、経験年数別の労働者数 

 

図表 58 年齢層別、経験年数別の労働者数 

 

※賃金構造基本統計調査（令和 2年）（厚生労働省） 

 

〈考察〉 

 図表 55 の年齢層別では、経験年数 4 年以下の 10 代から 50 代の罹災件数が 42％（69 件）

を占めている。経験年数が浅いことや作業の慣れが原因で災害が発生していると考えられる。 

 図表 58 の経験年数別の労働者数を考慮して、経験年数と年齢層別の罹災件数を評価した結果、

経験年数 4 年以下の罹災件数は経験年数 30 年以上の労働者よりも多い傾向にある。図表 57 の

100 人当たりの罹災件数では、経験年数 4 年以下が 2.2 件に対して経験年数 30 年以上は 0.9

件となる。経験年数の浅い鉱山労働者は、先輩社員などからの OJT 教育で過去の災害事例や危険

個所などを認識してもらう必要があると考える。 

 

  

単位：人

年齢 0年 1～4年  5～9年 10～14年  15～19年  20～24年 25～29年 30年以上

～19歳 60 40 0 0 0 0 0 0

20～29歳 210 850 300 60 0 0 0 0

30～39歳 150 460 670 420 160 50 0 0

40～49歳 170 540 680 550 350 470 490 60

50～59歳 120 440 420 340 330 280 510 910

60～69歳 60 200 210 260 120 140 150 580

70歳～ 0 20 60 20 20 20 0 50

総計 770 2550 2340 1650 980 960 1150 1600

鉱業，採石業，砂利採取業 年齢階級別・勤続年数別労働者数
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５ 災害原因（人的要因・物的要因・管理的要因）について 

 

 人的要因別の分析 

 

５-１-１ 人的要因別の罹災件数 

図表 59 人的要因別の罹災件数 

 

データ数：２３１件 

 

〈考察〉 

 人的要因別の罹災要因では、不適切な動作、位置、姿勢による罹災件数が 160 件（70％）と多

い傾向にある。 
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 物的要因の分析 

 

 

５-２-１ 物的要因別の罹災件数 

図表 62 物的要因別の罹災件数 

 

データ数：６３件 

 

〈考察〉 

 物的要因別の罹災要因では、設備・機械による罹災件数が 59 件（53％）と多い傾向にある。 

 災害のハザードとなった設備、機械は、エネルギーレベルの高い設備が多いため重篤災害につながる可

能性があると考えられる。具体的な設備・機械では、ベルトコンベアやホイルローラー及びクラッシャーなど

が挙げられ、設備ごとのリスクアセスメント実施を指導することが望まれる。 
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 管理的要因の分析 

 

５-３-１ 管理的要因別の罹災件数 

 

図表 65 管理的要因別の罹災件数 

 

データ数：１９件 

 

〈考察〉 

 管理的要因別の罹災件数は、作業手順書の内容不備によるものが 12 件（63％）と多い傾向にあ

る。 

 作業手順書不備の具体的な内容は、作業手順書が作成されていないことや注意事項が明記されて

いなかったことが挙げられるため、定期的に作業手順書の見直しが必要であると考える。 
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５-３-２ 罹災程度別、作業手順書の内容不備の罹災件数 

 

図表 66 罹災程度別、作業手順書の内容不備の罹災件数 

 

データ数：１2 件 

 

〈考察〉 

 作業手順書の不備が原因の罹災件数は、4 週間以上、4 週間未満、軽傷の順である。 

 作業手順書の内容不備は、作業手順書の評価、見直しが不足しているため、作業手順書の内容は

定期的に見直しが必要であると考えられる。 
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 経験年数別の罹災件数（危険軽視、慣れ） 

 

図表 69 経験年数別の罹災件数（危険軽視、慣れ） 

 

データ数：８４件 

 

６-２-１ 経験年数別、年齢別の 100 人当たり罹災件数（危険軽視、慣れ） 

 

図表 70 経験年数別、年齢別の 100 人当たり罹災件数（危険軽視、慣れ） 

（以下表はワースト 10 に赤色でハッチ） 

 

 

〈考察〉 

 経験年数別の危険軽視が原因の罹災件数は、1 年から４年以下の労働者に多い。その理由は、仕

事に慣れてきて安全意識が低下すると考えられる。 

 100 人当たりの罹災件数は、経験年数 1 年未満が多いことから、危険感受性が低いことやそれを是

正するための教育が不足している可能性も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

13件

19件

16件

8件

10件

7件

4件

7件

0件

2件

4件

6件

8件

10件

12件

14件

16件

18件

20件

0年 1～4年 5～9年 10～14年 15～19年 20～24年 25～29年 30年以上

年齢/経験年数 0年 1～4年  5～9年 10～14年  15～19年  20～24年 25～29年 30年以上 合計

～19歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 1.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

30～39歳 4.0 0.4 0.4 0.5 0.6 2.0 0.0 0.0 0.8

40～49歳 1.8 1.5 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5

50～59歳 0.8 0.5 0.7 0.6 1.2 1.4 0.6 0.3 0.7

60～69歳 1.7 0.0 2.9 0.8 2.5 1.4 0.7 0.7 1.1

70歳～ 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

合計 1.7 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.3 0.4 0.7
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 経験年数別の罹災件数（不注意） 

 

図表 71 経験年数別の罹災件数（不注意） 

 

データ数：３０件 

 

６-３-１ 経験年数別、年齢別の 100 人当たりの罹災件数（不注意） 

 

図表 72 経験年数別、年齢別の 100 人当たりの罹災件数（不注意） 

（以下表のワースト１０は赤色でハッチ） 

 

 

〈考察〉 

 経験年数別の不注意が原因の罹災件数は経験年数が 1 年から４年以下に多い。その理由は、仕事

に慣れてきて安全意識が低下することと考える。 

 100 人当たりの罹災件数は、経験年数が 10 年以上と比べ 4 年以下が多い。したがって経験の浅い

労働者に対して、先輩社員から過去の災害事例を伝えるなどの保安教育をする必要がある。 
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0年 1～4年 5～9年 10～14年 15～19年 20～24年 25～29年 30年以上

年齢/経験年数 0年 1～4年  5～9年 10～14年  15～19年  20～24年 25～29年 30年以上 合計

～19歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

30～39歳 2.0 0.2 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4

40～49歳 0.6 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2

50～59歳 0.8 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

60～69歳 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1

70歳～ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5

合計 0.6 0.6 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.3
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 経験年数別の罹災件数（無知・経験不足） 

 

図表 73 経験年数別の罹災件数（無知・経験不足） 

 

 

データ数：２４件 

 

６-４-１ 経験年数別、年齢別の 100 人当たりの罹災件数（無知・経験不足） 

 

図表 74 経験年数別、年齢別の 100 人当たりの罹災件数（無知・経験不足） 

 

 

 

〈考察〉 

 経験年数別の無知、経験不足が原因の罹災件数は、経験年数が４年以下に多い。その理由は、経

験不足や教育不足などによるものと考える。 

 

 100 人当たりの罹災件数でも、経験年数 10 年以上と比較すると 4 年以下の罹災件数が多いことか

ら、経験の浅い労働者に対して、危険予知訓練や過去の災害事例などをもとに作業でのハザードにつ

いて繰り返し指導する必要があると考えられる。 
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10件

12件

0年 1～4年 5～9年 10～14年 15～19

年

20～24

年

25～29年 30年以上

年齢/経験年数 0年 1～4年  5～9年 10～14年  15～19年  20～24年 25～29年 30年以上 合計

～19歳 3.3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 2.0

20～29歳 0.5 0.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.2

30～39歳 2.0 0.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.3

40～49歳 0.6 0.2 0 0 0.4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.1

50～59歳 2.5 0.2 0 0 0.6 0 3 0.0 0.0 0.0 0.2

60～69歳 1.7 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.2 0.2

70歳～ 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1.4 0.3 0 0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2



 

 137 

 

 経験年数別の罹災件数（連絡不足） 

 

図表 75 経験年数別の罹災件数（連絡不足） 

 

 

データ数：4 件 

 

６-５-１ 経験年数別、年齢別の 100 人当たりの罹災件数（連絡不足） 

 

図表 76 経験年数別、年齢別の 100 人当たりの罹災件数（連絡不足） 

 

 

 

〈考察〉 

 連絡不足が原因の罹災は、危険個所などの相互コミュニケーション不足により発生していると考えるた

め、声掛けや作業前ミーティングなどで保安上の注意事項などを確認する必要があると考えられる。 
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1件 1件

0件 0件 0件 0件
0件
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1件

1.5件
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2.5件

0年 1～4年 5～9年 10～14年 15～19

年

20～24

年

25～29年 30年以上

年齢/経験年数 0年 1～4年  5～9年 10～14年  15～19年  20～24年 25～29年 30年以上 合計

～19歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

30～39歳 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

40～49歳 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～59歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60～69歳 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

70歳～ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03






